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１ 空き家・空き地の適正管理と有効活用について

２ 持続可能な公共交通網の形成に向けた取り組みについて

法や条例の整備により「空き家」の適正管理が進む一方、
「空き地」については、雑草が繁茂したり、廃棄物が投棄さ
れるなどの“不良の状態”にある空き地が、市内のどこに・
どれだけあるかも、把握できていない状況にあります。

今後策定される「空家等対策計画」により「空き家」への
指導・発生の抑制・利活用など、総合的な対策が推進される
予定ですが「空き地」はこの計画の対象外です。
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空き地は今後も増加傾向にあると想定されています。議会・議員の立
場からも、適正管理と有効活用を後押しする新たな枠組み、必要であ
れば新たな空き地条例について、模索していけたらと考えています。

9月定例会において、私たちの生活に身近な課題である「空き家・空き地」「公
共交通」「ごみ」について一般質問しました。それぞれについて現況把握した上で
の、議会・議員としての活動が必要だと感じています。質問の概要を紹介します。

地域全体の公共交通のあり方や、行政・交通事業者・住民の役割を定める「沼
津市 地域公共交通網 形成計画」の策定が進んでいます。その策定に向けて市内
６か所で実施した地区説明会では“買い物や通院の移動手段となる、自宅近くで
乗車できる小型車両による地域内循環バス”を望む声などが挙がりました。

今後、更なる高齢化が進むとされています。既存
のバス停まで歩くことが困難な方も増えてきます。
我が地域の公共交通を守るために何ができるのか、
地域と共に将来の課題を捉え、解決に向けた形を見
出していければ、と考えています。

地域で問題となって
いる「空き家」だけ
でなく「空き地」に
ついても、現況を把
握すべき、と求めて
います。
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「空き家・空き地」「公共交通」「ごみ」に限らず、私たちの身近にある
地域の課題を、地域で捉え、共助の仕組みで解決にあたることも必要だと
考えています。引き続き、共に汗をかき、課題解決にあたっていきます。
各種活動の内容についてはHP/Facebook等にアップします。ご覧下さい。

深田のぼるよりひとこと

沼津市や県東部地域における各種事業の状況や課題、課題に対する活動などお話
をする予定です。参加無料で事前の申し込みも不要です。お気軽にご来場下さい。

●お車で来場される場合は

施設の駐車場をご利用下さい。

（利用料金：50円／30分）

●駐車場の入口は建物の東西に

あります。

日 時：2020年2月8日（土）

午前10時～11時30分

(受付 : 午前9時30分～)

会 場：プラサ ヴェルデ4階

［402会議室］

開 催 概 要

３ ごみ集積施設の整備について

自治会等による、市の補助を活用したごみ集積施設の整備が進んでいます。こ
の補助金に対するニーズはとても高く、年度が始まって２～３ヵ月で予定してい
た予算枠を使い切り、申込が打ち切られる状況が続いてきました。

全国には、自治会が企業や団体の援助を受
ける「スポンサー方式」で、ごみ集積施設
の整備を進める事例もあります。
企業や団体が、公衆衛生の保持 及び 環境
美化の取り組みに賛同し、地域貢献の一環
として地域を支える事例です。
本市においても、市の補助と併せて、スポ
ンサー方式でも整備を進める方向性もある
と考え、その働きかけをしています。

先日、自治会連合会から市長に「ごみ集積施設の整備に対する補助を拡大し、
自治会が希望する整備費用を確保すること」を求める要望書が提出されました。
それに対して市は「自治会へのアンケート調査により、要望個所数の把握に努め
ている。その結果を踏まえて今後の対応を検討する。」としています。


